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デ
ジ
タ
ル
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会
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形
成
を
図
る
た
め
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関
係
法
律
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整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
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三
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の
一
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の
施
行

に
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定
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人
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針
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十
六
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定
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人
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報
保
護
委
員
会
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
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。

令
和
四
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三
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二
十
三
日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

丹
野

美
絵
子

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



    

改 正 後  改 正 前  

目次 

［第１～第７ 略］ 

第８ 個人情報保護法及び番号法に基づく事前通知 

［第９～第12 略］ 

別表 

［様式１～４ 略］ 

 

第１ 特定個人情報保護評価の意義 

１ 特定個人情報保護評価の基本理念 

番号法によって導入される社会保障・税番号制度（以下「番号制

度」という。）は、社会保障制度、税制、災害対策その他の分野に

おける行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平

・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものであ

る。一方で、番号制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利

利益の保護の観点からは、国家による個人情報の一元管理、特定個

人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されて

きた。個人情報の適正な取扱いという観点からは、個人情報の保護

に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」とい

う。）等の個人情報保護法令が整備されているが、これに加え、番

号制度においては、このような懸念に対して、個人情報保護委員会

（以下「委員会」という。）による監視・監督その他の制度上の保

護措置を定めるとともに、特定個人情報の提供には原則として情報

提供ネットワークシステムを使用するなどシステム上の安全措置を

目次 

［第１～第７ 同左］ 

第８ 番号法及び行政機関個人情報保護法に基づく事前通知 

［第９～第12 同左］ 

別表 

［様式１～４ 同左］ 

 

第１ 特定個人情報保護評価の意義 

１ 特定個人情報保護評価の基本理念 

番号法によって導入される社会保障・税番号制度（以下「番号制

度」という。）は、社会保障制度、税制、災害対策その他の分野に

おける行政運営の効率化を図り、国民にとって利便性の高い、公平

・公正な社会を実現するための社会基盤として導入されるものであ

る。一方で、番号制度の導入に伴い、個人のプライバシー等の権利

利益の保護の観点からは、国家による個人情報の一元管理、特定個

人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等への懸念が示されて

きた。個人情報の適正な取扱いという観点からは、行政機関の保有

する個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号。以下「行

政機関個人情報保護法」という。）等の個人情報保護法令が整備さ

れているが、これに加え、番号制度においては、このような懸念に

対して、個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）による監

視・監督その他の制度上の保護措置を定めるとともに、特定個人情

報の提供には原則として情報提供ネットワークシステムを使用する



 

 

講ずることとしている。 

特定個人情報保護評価は、このような番号制度の枠組みの下での

制度上の保護措置の１つであり、特定個人情報ファイルの適正な取

扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発

生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護すること

を基本理念とするものである。特定個人情報保護評価の実施により

、評価実施機関が個人情報保護法令の趣旨を踏まえ、より主体的な

措置を講ずることで、個人のプライバシー等の権利利益の保護につ

ながることが期待される。 

［２～４ 略］ 

 

第８ 個人情報保護法及び番号法に基づく事前通知 

個人情報保護法第74条第１項の規定に基づき、会計検査院を除く

行政機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政

機関の長は、同項各号に規定する事項（以下「事前通知事項」とい

う。）をあらかじめ委員会に通知しなければならず、また、事前通

知事項を変更しようとするときも同様に通知しなければならない（

以下「事前通知」と総称する。）。行政機関が、特定個人情報保護

評価を実施し、全項目評価書を公表した場合、又は保有する特定個

人情報ファイルに重要な変更を加えようとするときに特定個人情報

保護評価を再実施し、事前通知事項を変更した全項目評価書を公表

した場合は、番号法第28条第５項の規定により、それぞれ事前通知

を行ったものとみなす。 

 

などシステム上の安全措置を講ずることとしている。 

特定個人情報保護評価は、このような番号制度の枠組みの下での

制度上の保護措置の１つであり、特定個人情報ファイルの適正な取

扱いを確保することにより特定個人情報の漏えいその他の事態の発

生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護すること

を基本理念とするものである。特定個人情報保護評価の実施により

、評価実施機関が個人情報保護法令の趣旨を踏まえ、より主体的な

措置を講ずることで、個人のプライバシー等の権利利益の保護につ

ながることが期待される。 

［２～４ 同左］ 

 

第８ 番号法及び行政機関個人情報保護法に基づく事前通知 

番号法第30条第１項並びに第31条第１項及び第２項の規定により

読み替えられて適用される行政機関個人情報保護法第10条第１項の

規定に基づき、行政機関が特定個人情報ファイルを保有しようとす

るときは、当該行政機関の長は、同項各号に規定する事項（以下「

事前通知事項」という。）をあらかじめ委員会に通知しなければな

らず、また、事前通知事項を変更しようとするときも同様に通知し

なければならない（以下「事前通知」と総称する。）。行政機関が

、特定個人情報保護評価を実施し、全項目評価書を公表した場合、

又は保有する特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとする

ときに特定個人情報保護評価を再実施し、事前通知事項を変更した

全項目評価書を公表した場合は、番号法第28条第５項の規定により

、それぞれ事前通知を行ったものとみなす。 



 

 

また、行政機関が、特定個人情報保護評価を実施し、重点項目評

価書を提出・公表した場合、保有する特定個人情報ファイルに重要

な変更を加えようとするときに特定個人情報保護評価を再実施し、

事前通知事項を変更した重点項目評価書を提出・公表した場合、保

有する特定個人情報ファイルに重要な変更に当たらない変更を加え

ようとするときに事前通知事項を変更した全項目評価書又は重点項

目評価書を変更前に提出・公表した場合等は、それぞれ事前通知等

を併せて行ったものとして取り扱う。 

 

また、行政機関が、特定個人情報保護評価を実施し、重点項目評

価書を提出・公表した場合、保有する特定個人情報ファイルに重要

な変更を加えようとするときに特定個人情報保護評価を再実施し、

事前通知事項を変更した重点項目評価書を提出・公表した場合、保

有する特定個人情報ファイルに重要な変更に当たらない変更を加え

ようとするときに事前通知事項を変更した全項目評価書又は重点項

目評価書を変更前に提出・公表した場合等は、それぞれ事前通知等

を併せて行ったものとして取り扱う。 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  



 
 

 
 

附 

則 
こ
の
告
示
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
規
定
の
施
行

の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 


